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１．はじめに

　近年，障害者スポーツの認知度の高まりと

ともに，徐々にではあるが「健常者」の障害

者スポーツ参加が広がりを見せており，試合

観戦やボランティア参加といった間接的な参

与のみならず，「障害者」とともにプレーする

機会が増えてきている．しかしながら，スポ

ーツ実践の場において，「健常者」は少なから

ぬ影響力をもちながらも，その立場性につい

てはほとんど議論されておらず，障害当事者

にとって「透明な他者」（前田，2009）として

認識されてきたのではないだろうか．

　このような状況において，今後の障害者ス

ポーツの方向性，障害の有無を越えたスポー

ツのあり方を議論するうえで，「健常者」を含

みこんだ障害者スポーツのあり方を検討する

ことは一定の意義をもつのではないだろうか．

　そこで本研究では，車椅子バスケットボー

ルの実践に焦点をあて，「障害者」「健常者」

間の関係性，および「健常者性」の存在につ

いて検討を行った．
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２．「持ち点」からみた「障害者」競技者

（１）「持ち点」と「身体」

　車椅子バスケットボールには「持ち点

制１）」という特有のルールがあり，この制度

が競技者間の関係性やプレーの質を大きく規

定しているといえよう．

　渡（2005）は，車椅子バスケットボール競

技者の語りから，「持ち点で端的に示される

身体的差異はすべての選手に了解され，さら

に身体的差異をもとに戦術が組み立てられる

～（中略）メンバーの一人はこの身体的差異

が顕在化している点を，選手それぞれの『役

割』だと表現している」と述べており，「持ち

点」が単に障害の軽重によるプレーの制限幅

を示すものではなく，各々のコート上での

「役割」を規定するものとして論じている．

　「持ち点制」によって，他者の「身体」との

単純比較ではなく，自分の「持ち点（≒障害

程度）」ではどのようなプレーができるのか，

期待されているのかを考えることによって，

自己の「身体」が障害程度（「～できる」「～

できない」）を象徴するものではなく，車椅子
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バスケットボールをする上での「役割」を遂

行する主体として意味づけが可能になるもの

と考えられる．

（２）障害者間の関係構築と持ち点

　車椅子バスケットボールは５人が１チーム

となってゲームが展開される．ゲーム中の

個々の競技者の役割は異なっており，持ち点の

低い競技者はボールに関わらない場面，一方の

持ち点の高い選手は必然的にゴール付近でボ

ールを保持する場面が多くなる．一見すると

競技者ごとに別々の経験をしているように見

えるが，相互の役割が複雑につながりゲームが

展開されていくことで，競技者間では異なるプ

レーをしていても共通の経験が享受されてい

るのではないだろうか．例えば，持ち点の高い

競技者がゴールを決めた場面において，そのゴ

ールにつながるプレーを持ち点の低い競技者

が行うことで，両者は同じ「ゴール」という経

験を共有したとみることもできよう．

　つまり，障害をもつ競技者間においては，

持ち点制により障害が「役割」として認識さ

れ，お互いの身体的差異が了解されること

で，個々人の身体は開かれ，コート上の５人

の競技者の身体がつながる経験を共有してい

ると考えられる．持ち点の低い競技者は身体

的機能の制限から，持ち点の高い競技者に比

べ，個人レベルで遂行可能な役割は相対的に

少なくなるが，他の４人の競技者の「役割」

とつながることで，自分自身が直接行ってい

ないプレーにおいても，面白さを共有するこ

とができると言えるのではないだろうか．

３．�「健常者競技者」の位置づけ―制
度・意識・役割

（１）制度からみた「健常者競技者」

　従来，車椅子バスケットボールは「障害

者」のみで行われてきたが，近年，大学生や

そのOBOG等の「健常者競技者」が増加して

きており，「健常者」のみのチームの結成や，

「障害者」のみのチームに「健常者競技者」が

加入するケースがみられるようになってきて

いる．現在，「健常者競技者」の出場について

は，都道府県やブロックの連盟ごとに独自の

ルールが定められている．東京都連盟，およ

び関東連盟のリーグ戦において，「健常者」は

性別を問わず持ち点4.5点として，障害をもつ

競技者と同じように出場することができる．

また，近年，「持ち点制」を採用せずに障害の

有無に関わらず参加できるオープン大会が増

加してきている．

　このように「健常者」の参加機会が広がっ

てきている一方で，日本車椅子バスケットボ

ール連盟（以下，JWBF）主催の内閣総理大

臣杯や日本選抜大会等の全国大会および各大

会予選においては，「健常者」の出場が認めら

れておらず，「健常者」の位置付けは非常に曖

昧なものとなっている．しかし，近年の流れ

から言えば，「健常者」も「障害者」競技者と

同様に「持ち点制」の枠の中に含み込んで，

どのような方法によってともにプレーできる

のかといった方向性のもとに議論が進んでい

ると言えよう．

（２）�「障害者競技者」から「健常者競技者」

へのまなざし

　筆者は，JWBF全加盟チームへ調査を行

い，競技者の「障害」「障害者」意識が競技を

行っていく中でどのように変容していくのか

を明らかにし，「障害者」競技者が「健常者」

競技者に対してどのような意識を抱いている

のか，両者の関わりによって「障害」意識が

どのように変容するのか，その変容の様相に

ついて検討を行った（河西，2012）．

　「健常者」競技者との関係においては，97.2%

の競技者が「健常者」競技者とともにプレーし

たことがあると回答していた．また「自分の

チームに健常者選手が加入してほしいと思

う」と回答した者の割合が80%を超え，「『健常

者』であることを意識せず，一人のチームメイ

ト・対戦相手である」という設問では全体の

80%以上が「そう思う」と回答していた．これ
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らの結果から，大半の競技者が「健常者」との

競技経験を有しており，「健常者」に対して，

「健常者」というよりも「一競技者」として位

置付けながら，健常者に加入してほしいとい

う意識をもつ者が多い傾向がみられた．

　しかしながら，「『健常者』の存在によって

自分自身の障害を意識させられる」という項

目では約30%の競技者が「そう思う」と回答

している．これらの結果は，「健常者」と一緒

にプレーしたい，「健常者」であることを意識

しないと言いながらも，時に「健常者」の存

在によって自身の障害が意識化されるという

葛藤を抱え込んでしまうということを示唆す

るものといえよう．

　以上の結果から，「障害者」競技者にとって

の「健常者」とは，単なるチームメイト・競

争相手であるだけでなく，「障害者/競技者」

役割間の葛藤を生じさせ，アイデンティティ

複合をより顕在化させる存在となり得ること

が示唆された．

（３）�「障害者競技者」と「健常者競技者」の

関係性

　筆者は大学のサークル，および東京都の社

会人チームに所属をし，両チームで「健常者」

競技者としてプレーしていた．大学サークル

のメンバーは大多数が「健常者」であり，持

ち点という概念は存在せず，コート内でのそ

れぞれの役割は試合展開に応じて変化し，身

体的状況による役割の固定化はみられない．

　一方，社会人チームにおいては，点数の高

い選手と同様に攻守両面においてゴール付近

でプレーするセンタープレーヤーという特定

の役割を期待された．「健常者チーム」での

役割意識（役割の柔軟性，可変性）を身に付

けている筆者にとって，社会人チーム（「障害

者」チーム）での固定化した役割に順応して

いくことは非常に困難さを感じさせるもので

あった．また，チームメイトに対する固定化

された「役割」を理解できず，多様な役割を

期待してしまうことが多々あった．

　また，練習の場面で，チームメイトから

「健常なんだから～」という言葉をかけられ

ることがある．「健常なんだからもっと早く

走れるはず」「健常なんだからもっと強く当

たらないといけない（相手と車椅子が接触し

た時に押し負けないこと：筆者補足）」といっ

た言葉は，「健常者」競技者への一種過剰とも

言える役割期待を読み取ることができる．こ

のように，「健常者」競技者に対して，高い持

ち点を有する競技者と同様の固定化役割が期

待されるとともに，持ち点数による連続性と

してではなく，あくまで障害のない「健常

者」として二項対立の関係で把捉され，「万能

な身体」として捉えられる傾向がみられた．

　また，「健常者」競技者が「障害者」競技者

の「役割」を適切に把握し，ともにプレーす

ることには困難が伴うことに留意する必要が

ある．それは，「健常者」間でのプレーに慣れ

ていることで，「障害者」競技者間でプレーす

る際に，各競技者の障害程度，それに伴う

「役割」を意識せず，結果として無理なプレー

を他の競技者に強いてしまうからである．

　「健常者」と「障害者」がともにプレーするこ

とによって，「身体的差異」と「役割」の相互承

認にゆらぎが生じ，「障害者」競技者間で作り上

げられた関係性を瓦解させる危険性をはらんで

いる．コート上における役割が不明確になると

いうことは，競技者ごとのプレーの「できる・

できない」の境界線が消失することにほかなら

ず，自己の「障害をもつ身体（～できない身

体）」が再び意識化されるのではないだろうか．

　車椅子バスケットボールにおける「健常者」

参加は緒についたばかりであり，「健常者」の

「持ち点」のあり方や大会参加の方法等の制度

的議論，および，それらの基盤となる両者の関

係性に関する議論はこれから深まっていくも

のと考えられる．本研究は，「『障害者』と『健

常者』は別々にプレーするべきだ」というよう

な価値判断をするものではなく，両者が今後ど

のような関係性をつくっていけばよいのかと

いう議論において，整理を試みたものである．
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４．�おわりに―「健常者性」の可視化
と不安定化に向けて

　石川（2000）は，「障害者は，障害者という

アイデンティティとか立場を引き受けるにせ

よ拒絶するにせよ，つねに『障害者』として

振る舞わなければなりません．～（中略）対

照的に，健常者は，健常者というアイデンテ

ィティはおろか，健常者という立場を自覚す

る必要さえないのです．どのような立場でも

自由に選べるノーバディ（nobady）なので

す」と健常者の優位性や特権性について論じ

ているが，果たして健常者は障害者との関わ

りにおいて常に自己のアイデンティティを自

由に選びとることができるのであろうか．

　上述の石川の指摘に対して，前田（2009）は

一部肯定をしつつも疑問を呈している．日常

的に障害者と接している「介助者という健常

者」は，自らのもつ特権性や暴力性（＝「健常

者性」）を自覚し，反省せざるを得ないがゆえ

に，自己の立場やアイデンティティを自由に

選びとることができないとしている．介助と

いう行為が障害者の「できないこと」を支援す

ることであり，介助される立場の障害者は，時

に介助者を手段として「健常者のようにでき

ること」を目指してしまうと前田は指摘して

いる．また，「健常者性」とは「健常者」のみ

が帯びるものではなく，障害者自身が無意識

のうちに抱えてしまう「健全者幻想」（横塚，

2007）を介して維持され，両者の関わりの中で

再生産されているものであると主張している．

　別な視点からみれば，介助者（健常者）は障

害者の「できないこと」を「できる」ほうへ支

える存在であると同時に，障害者に対して「～

できない自己」を認識させてしまうという非常

に両義的な存在であるがゆえに，自己の立ち位

置に葛藤し，自由にアイデンティティを選び取

ることができないといえるのではないだろう

か．これらの前田の指摘は，介護現場という限

られた空間での議論であるが，非常に示唆に富

むものである．以上の議論は障害者スポーツ

における「障害者」「健常者」の関係性にもつ

ながるところがあるのではないだろうか．

　これまで述べてきたように，「健常者競技

者」は「障害者競技者」とチームメイトであ

る一方で，「障害者競技者」の障害意識を先鋭

化させ，競技者間の役割・関係性を分断させ

てしまうかもしれない「健常者」であるとい

う，ある種矛盾した役割を担わされた存在で

ある．このような健常者の立場を「健常者

性」とするのであれば，本研究は，スポーツ

場面における「障害者」「健常者」の関係性か

ら生じる「健常者性」を可視化し，それを巡

って右往左往する「健常者」の姿を描き出そ

うとする試みであるともいえよう．

注
１）持ち点制

　車椅子の駆動，パス，ドリブル，シュートなどの

基本的な動作と，車椅子座位における体幹機能

に基づいて，個々の選手に，障害が相対的に重度

の選手から1.0点から4.5点の0.5点刻みの点数が付

与されており，コート内の５人の合計点数が14.0

点を超えてはならないというルールである．
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